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1975年生まれ 静岡県出身 法政大学大学院卒業 。
特定社会保険労務士/ISO30414リードコンサルタント/医療労務コンサルタント
CISA（公認情報システム監査人）/CFE（公認不正検査士）/プライバシーマーク審査員
株式会社ASJ取締役社長室長兼IR室長、アイテックス株式会社取締役情報セキュリティ室長

シングルマザーの息子、20歳、中卒、フリーターから一念発起して資格勉強に励み、現時点で70の資
格を超え、大学院も卒業を果たす。
2000年に株式会社ASJに入社し、IPO（上場準備）を担当し、2003年に東京証券取引所マザーズに
上場を果たす。
その後、M&A、資金調達、株主総会の事務局を担当し、2008年に取締役に就任。
2011年より、PCIDSS、ISMS、プライバシーマークの取得に向けた取組を自社で行い、
後にセキュリティコンサルタントとして、様々なセキュリティ規格の研究を行う。
2016年より、人事給与就労パッケージソフトウェアを展開するアイテックス株式会社をASJが買収し、
2017年より、同社の取締役に就任。情報セキュリティ統括役員を担当するとともに、
2021年の社会保険労務士合格後、「医師の働き方改革」「人的資本開示」のセミナー等を担当。
2020年に社会保険労務士試験を目指す際に「にぃ猫」として立ち上げたLINEグループが100名突破。
合格後も引き続き受験生のサポートを行う。
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もう一度、目的を確認しましょう！

✅ 頻出項目の記憶ポイントを総整理することにより、

基礎点を確保!

✅ 直前期の学習法を確認！

✅ メンタル面→絶対合格をイメージ
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ゴールを確認しましょう！

この道場では、頻出項目を100%に仕上げ

基礎点を確保することを目的としています

社会保険労務士として活躍するために
まず、スタートライン(合格)することです・・・!

合格者の方は、80%以上の正答率の問題を
100%回答できる人です。
レアな論点ができる人ではありません…
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今日の講義の進め方

各論点の簡単な問題を出題

各論点の解説

解説した論点の問題を出題

雇用保険法、各論点の
学び方を説明



雇用保険法



雇用保険法（選択式）の出題傾向①

平成２５年 平成２６年

A 法42条
テキストP130

法10条の4-1項
テキストP207

日雇労働被保険者 返還命令

B 法42条
テキストP130

法22条2項
テキストP84

日雇労働被保険者 所定給付日数

C 法42条
テキストP130 法56条の3

3項2号

テキストP144

日雇労働被保険者 再就職手当

D 法42条
テキストP130 法56条の3

3項2号

テキストP144

日雇労働被保険者 再就職手当

E 法42条
テキストP130 法56条の3

3項2号

テキストP145

日雇労働被保険者 就職促進定着手当

平均点 － －

基準点 2 2



雇用保険法（選択式）の出題傾向②

平成２７年 平成２８年

A 法37条の3-1項
テキストP117

法1条
テキストP14

高年齢受給資格 目的

B
法附則11条の2

3項

テキストP168
法1条

テキストP14

教育訓練支援給付金 目的

C 法10条の3-1項
テキストP204

法1条
テキストP14

未支給の失業等給付 目的

D 法50条1項
テキストP135

法58条2項
テキストP151

日雇労働求職者給付金 移転費

E 法50条1項
テキストP135

法62条の2-1項
テキストP218

日雇労働求職者給付金 国庫負担

平均点 2.8 2.2

基準点 3 3



雇用保険法（選択式）の出題傾向③

平成２９年 平成３０年

A 法31条1項
テキストP205

法14条1項
テキストP54

未支給の基本手当 被保険者期間

B 法43条2項
テキストP130

法14条1項
テキストP54

日雇労働被保険者 被保険者期間

C 法43条2項
テキストP130

法14条１項
テキストP54

日雇労働被保険者 被保険者期間

D 法64条の2
テキストP213

法62条の2-１項
テキストP176

雇用二事業 高年齢再就職給付金

E 法64条の2
テキストP213

法62条の2-1項
テキストP176

雇用二事業 高年齢再就職給付金

平均点 2.3 2.9

基準点 2 3



雇用保険法（選択式）の出題傾向④

令和元年 令和２年

A 法21条
テキストP67

法6条1号
テキストP18

待期 被保険者の定義

B 法21条
テキストP67

法6条2号
テキストP18

待期 被保険者の定義

C 法61条の7-1項
テキストP186

則6条１項
テキストP31

育児休業給付 届出

D 法61条の7-1項
テキストP186

則6条１項
テキストP31

育児休業給付 届出

E 法61条の7-1項
テキストP187

法38条1項
テキストP123

育児休業給付 短期雇用特例被保険者

平均点 3.5 3.9

基準点 3 3



雇用保険法（選択式）の出題傾向⑤

令和３年 令和４年

A 法13条1項、2項
テキストP51 法17条1項

行政手引50601

テキストP70

受給資格 賃金日額

B 法13条1項
テキストP51

行政手引50751
－

受給資格 賃金日額

C 行政手引51254
テキストP66 法16条1項

法17条1項

テキストP74

失業認定 賃金日額

D 行政手引51254
テキストP66 法60条の2

則101条の2の10

テキストP159

失業認定 教育訓練給付

E 行政手引51254
テキストP66 法60条の2-5項

則101条の2の9

テキストP162

失業認定 教育訓練給付

平均点 2.8 3.0

基準点 3 3
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雇用保険法の学び方

✅ 体系全体の理解を深める

✅ 給付を見る際に、体系を意識する

✅ とにかく、数字をしっかり押さえる

✅ 法律メインで学べばゴールが見える

✅ 行政手引は追わない、法律から考える



雇用保険法

テーマ1



【問１】雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働
者について【A】が困難となる事由が生じた場合に必要な
給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練
を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業を
した場合に必要な給付を行うことにより、労働者の【B】
を図るとともに、【C】を容易にする等その就職を促進し、
あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予
防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能
力の開発及び向上その他労働者の【D】を図ることを目
的とする

①求職活動 ②経済的社会的地位の向上 ③雇用の安
定 ④雇用の促進 ⑤職業訓練の実施 ⑥職業生活の
設計 ⑦職業の選択 ⑧生活の安定 ⑨生活及び雇用
の安定 ⑩地位の向上 ⑪福祉の増進 ⑫保護 ⑬雇
用の継続 ⑭幸福追求権の保証 ⑮再就職 ⑯職業生
活と家庭生活の両立 ⑰労働条件の維持
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雇用保険法第１条（目的） （H22年、H28年選択）

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者
について雇用の継続が困難となる事由が生じた場
合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に
関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を
養育するための休業をした場合に必要な給付を行
うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図
るとともに、求職活動を容易にする等その就職を
促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資する
ため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機
会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他
労働者の福祉の増進を図ることを目的とする



【問２】雇用保険法第１条において、雇用保険は労
働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続
が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う
ほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた
場合及び労働者が子を養育するための休業をした場
合に必要な給付、家族を介護するための休業をした
場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活
及び雇用の安定を図るものとしている。

×
✓ 介護は雇用継続給付の一つ
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雇用保険法第１条（目的） （H22年、H28年選択）

雇用保険は、①労働者が失業した場合及び労働者につ
いて②雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要
な給付を行うほか、労働者が③自ら職業に関する教育訓
練を受けた場合及び労働者が⑤子を養育するための休業
をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活
及び雇用の安定を図るとともに、④求職活動を容易にす
る等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定
に資するため、⑥失業の予防、雇用状態の是正及び雇用
機会の増大、労働者の⑦能力の開発及び向上その他労
働者の福祉の増進を図ることを目的とする



雇用保険法の目的条文を分解すると…

文章 制度名

① 労働者が失業した場合 求職者給付

②
雇用の継続が困難となる事由が
生じた場合に必要な給付

雇用継続給付

③ 自ら職業に関する教育訓練 教育訓練給付

④
求職活動を容易にする等
その就職を促進

就職促進給付

⑤
子を養育するための休業をした
場合に必要な給付

育児休業給付

⑥
失業の予防、雇用状態の是正
及び雇用機会の増大

雇用安定事業

⑦ 能力の開発及び向上 能力開発事業

失
業
等
給
付

雇
用
二
事
業



【問３】失業等給付は、求職者給付、教育訓練給付
及び雇用継続給付の３つである。

×

✓ 就職促進給付が抜けている



【問４】能力開発事業のうち、職業能力開発促進法
11条1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事
業主及び職業訓練の推進のための活動を行う職業能
力開発促進法13条に規定する事業主等（中央職業能
力開発協会を除く。）に対する助成の事業の実施に
関する事務は、都道府県知事が行うこととすること
ができる。

○
✓ 都道府県知事は能力開発事業の

事務の一部を行うことができる



雇用保険法

テーマ２



【問１】受給資格者であって、離職後１ヶ月してか
ら事業を開始した後、２年後に事業を廃止した。そ
の後、管轄公共職業安定所長に受給期間延長等申請
書に所定の書類を添えて提出することで、受給期間
の延長を行うことができる。

×
✓ 当該事業を開始した後の翌日起算

２か月以内にしなければならない
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離職後に事業を開始等した場合の受給期間の特例

（出処：厚生労働省）
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離職後に事業を開始等した場合の受給期間の特例

（出処：厚生労働省）



【問２】受給期間の特例が認められる事業は、１～５のすべ
てを満たす事業である。
１．事業の実施期間が【A】以上であること
２．事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から
【A】を経過する日が、受給期間の末日であること。
３．当該事業について【B】の支給を受けていないこと
４．当該事業により自立することができないと認められる事
業ではないこと
５．受給資格に係る離職の日の翌日以後に開始した事業（離
職日以前に当該事業を開始し、離職日後に当該事業に専念す
る場合を含む。）であること。
①10日 ②30日 ③3ヶ月 ④1年 ⑤再就職手当 ⑥就業手
当 ⑦就業手当又は再就職手当 ⑧就業手当、再就職手当又
は常用就職支度手当

A＝② B＝⑦
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マルチジョブホルダー制度（特例高年齢被保険者）

（出処：厚生労働省）



【問３】雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複
数の事業所で勤務する６５歳以上の労働者が、その
うち２つの事業所での労働時間を合計して１週間の
所定労働時間が２０時間以上であり、２つの事業所
のそれぞれの雇用見込みが３１日以上であることが
要件であるが、要件を満たした労働者については、
主たる事業所の事業主が届け出を行わなければなら
ない。

×
✓ 届け出は、労働者自らが行う



国庫負担

求職者給付
（高年齢求職者給
付金を除く）

雇用情勢及び雇用保険の財政悪化時
４分の１ その他：４０分の１
広域延長給付の求職者給付と日雇は、財政悪
化時３分の１、その他３０分の１

就職促進給付
教育訓練給付

国庫負担無し

雇用継続給付
（介護のみ）

８分の１

育児休業給付金 ８分の１

雇用二事業 就職支援法事業として支給される職業訓練受
講給付金：２分の１

高齢者と名が付く給付金は、国庫負担無し



【問４】国庫は、雇用継続給付（高齢者雇用継続基
本給付金に限る。）に要する費用の８分の１の額に
１００分の５５（令和４年度から令和６年度までの
各年度においては１００分の１０）を乗じて得た額
を負担する。

×
✓ 高齢者雇用継続基本給付金、高齢

者再就職給付金は国庫負担無し。



雇用保険法

テーマ３



【問１】基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の
計算に当たり算入される賃金の原則として、算定対
象期間において被保険者期間として計算された最後
の３ヶ月に支払われたものに限られる。

×

✓ 最後の６ヶ月



【問２】基本手当の受給期間は、原則として、基準
日の翌日から起算して１年であるが、この期間内に
疾病により引き続き１５日以上職業に就くことがで
きない者については、その日数が加算され、最長で
４年まで延長され得る。

×

✓ １５日以上じゃなく３０日以上



【問３】６０歳以上で定年退職した者に対する雇用
保険法第２０条第２項に基づく受給期間の延長は２
年を限度とする。

×

✓ ２年じゃない１年です



コスパの良い数字押さえ①

届出 原則：10日以内
（例外）
日雇労働被保険者資格取得届：5日以内
雇用保険被保険者資格取得届：翌月10日
個人番号変更届：速やかに

受給資格 原則：離職の日以前２年間に、被保険者期間
が通算して12ヶ月以上
特定：半分の数字になる(１年間、6ヶ月以上)

被保険者期間 原則：賃金の支払の基礎となった日数が11日
以上であれば１ヶ月としてカウント
例外：喪失応当日の前日までの期間が15日以
上であり、かつ、当該期間内における賃金の支
払いの基礎となった日数が11日以上であれば
2分の1ヶ月としてカウント



コスパの良い数字押さえ②

失業の認定日 求職の申込を受けた公共職業安定所において、
受給資格者が離職後最初に出頭した日から起
算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日に
ついて行う。

求職活動の回数 原則：求職活動の実績が２回以上
例外：就職困難者・初回支給認定日における
認定対象期間等→１回でOK
給付制限期間有（１ヶ月除く）→3回必要

最低賃金日額の調
整日

自動変更対象額のうち、最低賃金日額に達し
ないものは、年度の8月1日以後、当該最低賃
金日額とする。

自動変更対象額
（参考）

厚生労働大臣は、年度の平均給与額が、直近の自動変
更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超
え、または下るに至った場合においては、その上昇し、ま
たは低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後
の自動変更対象額を変更しなければならない。



コスパの良い数字押さえ③

個別延長給付
（P99）

・特定受給資格者
・有期雇用に限る特定理由離職者
→心身の状況：60日を限度
→激甚災害＋就職困難地域：120日を限度
→災害（激甚災害のみ含む）：60日を限度
※特定受給資格者＋35歳以上60歳未満＋勤続20年
以上→上記数値から30日マイナス

・就職困難者
→激甚災害＋就職困難区域：60日を限度

地域延長給付
（P103：附則）

・離職日が令和7年3月31日以前の特定受給
資格者、有期雇用に限る特定理由離職者
→雇用機会不足地域：60日を限度
※特定受給資格者＋35歳以上60歳未満＋勤続20年
以上→30日



コスパの良い数字押さえ④

広域延長給付
（P101）

広域地域について、基本手当の初回受給率が
全国の100分の200、かつその状態が継続す
ると認められる場合
90日分を限度として、基本手当が支給
受給期間も90日分を限度に延長

全国延長給付
（P103）

・失業の状況が全国的に著しく悪化
・連続する4月において、基本手当の支給を受
けた受給資格者率が100分の4を超え、低下す
る傾向にない状況
90日分を限度として、基本手当が支給
受給期間も90日分を限度に延長

訓練延長給付
（P98）

・公共職業訓練等（２年を超えるものは除く）
・訓練を受けるために待機→90日を限度
・訓練を受けている期間→訓練受講期間
・就職困難者訓練終了後→30日を限度



コスパの良い数字押さえ⑤

特例一時金 短期雇用特例被保険者が失業
原則：離職の日以前１年間に被保険者期間が通算
して6ヶ月以上で受給可能（歴月方式）
特例一時金の額：30日分（当分の間40日分）
受給期間は6ヶ月（疾病負傷延長無し）

高年齢雇用継続
基本給付金

支給要件
①被保険者（短期・日雇除く）が60歳に達した日、
達した日後に被保険者期間が5年以上
②賃金額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の
100の75に相当する額を下る。
③賃金の額が支給限度額（約36.5万円）未満
支給額
100分の75以上：支給しない
100分の61未満：支払われた賃金額×15%
最低限度額
賃金日額の下限額の100分の80を超えない時は
支給しない





コスパの良い数字押さえ⑥

介護休業給付 支給要件
対象家族１人につき、通算して93日まで、3回
を上限として支給
支給額
休業開始時賃金日額×支給日数×６７%
休業開始時賃金日額×支給日数の８０％以上
の賃金が支払われていた場合→支給無
休業開始時賃金日額の上限は、
45歳以上60歳未満である受給資格者に係る
賃金日額の上限額

罰則 事業主、労働保険事務組合：6ヶ月以下の懲役
又は30万円以下の罰金
被保険者：6ヶ月以下の懲役又は20万円以下
の罰金



【問４】訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等
は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期
間が２年以内のものに限られている。

〇

✓ その通り２年です。



【問５】厚生労働大臣は、その地域における基本手
当の初回受給率が全国平均の初回受給率の１．５倍
を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場
合、当該地域を広域延長給付の対象とすることがで
きる。

×

✓ １．５倍じゃない２倍



【問６】被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇
労働被保険者を除く。）が介護休業給付金の支給を
受けたことがある場合、同一の対象家族について当
該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を
開始した日から当該介護休業を修了した日までの日
数を合算して得た日数が６０日を達した日後の介護
休業については、介護休業給付金を支給しない。

×
✓ ９３日だよ！９３日



【問７】雇用保険法第７３条では「事業主は、労働
者は第８条の規定による確認の請求をしたことを理
由として、労働者に対して解雇その他不利益な取り
扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規
定に違反した場合、「１年以下の懲役又は５０万円
以下の罰金に処する。」と規定されている。

×
✓ ６ヶ月以下の懲役又は３０万円以

下の罰金



雇用保険法

テーマ４



【問１】安定した職業に就いた日前３年以内の就業
について、就業手当の支給を受けたことがある場合
は、就業手当を受給することはできない。

×

✓ 就業手当は例外です。



就職促進給付とは

早期再就職を促進する給付

手当の名前 要約すると 受給資格者

1 就業手当 アルバイトをした人への御小遣 受給資格者

2 再就職手当
早く再就職を決めた人へのボー
ナス

受給資格者

3 就業促進定着手当
給与が減ったのに、しっかり働
いた人への最低限の補償

受給資格者

4 常用就職支度手当
就職困難な方が、安定した仕事
に就いた時のご褒美

（就職困難者）
受給資格者等

5 移転費 就職の際の引っ越し代 受給資格者等

6 求職活動支援費
求職活動でかかる費用の一部
補助

受給資格者等



就業手当

支給要件 ①安定した職業に就かずに、就業すること
（事業を開始することも含まれる）
②所定給付日数の３分の１以上かつ４５日
以上の残日数があること
③待期期間の経過後に就業したこと
④離職前の事業主に再雇用されてないこと
⑤離職理由に伴う給付制限有の場合、待期
期間満了後１ヶ月について、自分だけで職を
決めていないこと

支給額 基本手当日額×１０分の３×就業日数

支給手続 失業の認定に合わせて申請

基本手当との関係 就業手当を支給したら、その日数分の基本
手当を支給したものとみなされる



【問２】受給資格者が、離職後、待期の期間内に、
厚生労働省令で定める安定した職業以外の職業に就
いた場合、就業手当は支払われることはない。

〇

✓ 待期期間内は支給されない



【問３】就業手当の支給申請手続は、基本手当の受
給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業
した日が属する月の末日の翌日から起算して１ヶ月
以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所
の長に提出しなければならない。

×

✓ 失業の認定に合わせて申請



再就職手当

支給要件 ①安定した職業に就くこと
（事業を開始することも含まれる（条件有））
②所定給付日数の３分の１以上の残日数が
あること
③待期期間の経過後に就職・事業開始
④離職前の事業主に再雇用されてないこと
⑤離職理由に伴う給付制限有の場合、待機
期間満了後１ヶ月について、自分だけで職を
決めていないこと
⑥３年以内の就職について、再就職手当又
は常用就職支度手当を受けてないこと

支給額 基本手当日額×１０分の６×支給残日数
所定給付日数の３分の２以上残した者は、
基本手当日額×１０分の７×支給残日数

支給手続 再就職の翌日起算１ヶ月以内に申請



就業促進定着手当

支給要件 ①再就職して、適用事業所にて、引き続き
６ヶ月以上雇用されていること
②再就職後６ヶ月（180日）の賃金日額が、
離職前の賃金日額を下回ること

支給額 （算定基礎賃金日額－みなし賃金日額）×
１０分の４×再就職後６ヶ月間の賃金の支
払基礎となった日数（※１）
なお、所定給付日数の３分の２以上残した
者は、１０分の４が１０分の３になる。

支給手続 再就職の日から起算して、６ヶ月にあたる日
の翌日から起算して2ヶ月以内に申請

基本手当との関係 再就職手当及び就業促進定着手当の額を
基本手当日額で除して得た日数に相当する
日数分の基本手当を支給したとみなされる

※１：上限は基本手当日額×40%or30%×支給残日数



【問４】早期再就職者に係る再就職手当の額は、支
給残日数に相当する日数に１０分の６を乗じて得た
数に基本手当日額を乗じて得た額である。

×

✓ １０分の７です



【問５】受給資格者が離職理由による給付制限を受
けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業
安定所又は職業紹介事業者等の紹介により安定した
職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定
した職業に就いたとしても再就職手当が支給される
ことはない。

×
✓ １ヶ月を超えたらＯＫ



常用就職支度手当①

誰が？ ①受給資格者（残日数が所定給付日数の３分の１未満）
②高年齢受給資格者
③特例受給資格者
④日雇受給資格者 のいずれかであって、
（①～④を受給資格者等という。）
身体障害者その他就職が困難な者

支給要件 ①職安又は職業紹介等の紹介により、１年
以上引続き雇用安定した職に就いたこと
②離職前の事業主に再雇用されてないこと
③待期及び就職拒否・離職理由に基づく給
付制限の期間経過後に就職
④３年以内の就職について、再就職手当又
は常用就職支度手当を受けてないこと



常用就職支度手当②

支給額 原則：基本手当日額×90×１０分の４
受給資格者支給残日数90日未満の場合：
基本手当日額×支給残日数×１０分の４
※支給残日数が45日を下回る場合は45

支給手続 再就職の翌日起算１ヶ月以内に申請



【問６】身体障害者その他就職が困難な者として、
厚生労働省令に定めるものが基本手当の支給残日数
の【A】未満を残して、厚生労働大臣の定める安定
した職業に就いたときは、当該受給資格者は【B】
を受けることができる。

①１０分の６ ②４分の１ ③３分の１

④９０日 ⑤再就職手当 ⑥就職支度手当

⑦常用就職支度手当 ⑧就職促進支度手当

Ａ：③ Ｂ：⑦



移転費

支給要件 ①受給資格者等が公共職業安定所、特定
地方公共団体及び職業紹介事業所の紹介
した１年以上引続き雇用の職業に就くか、公
共職業安定所長の指示した公共職業訓練を
受けるため
②待期期間、就職拒否等による給付制限の
期間経過後に就職
③就職支度費が支給されない、支給額が移
転費の額を満たないとき

支給額 受給資格者等及びその者により生計を維持
されている同居の親族の移転に通常要する
費用

支給手続 移転の日の翌日起算１ヶ月以内に申請

移転費の返還 就職しなかったり、公共職業訓練をさぼった
場合は、10日以内に返還義務発生



求職活動支援費①（広域求職活動費）

支給要件 受給資格者等であって、
①待期期間、就職拒否等による給付制限の
期間経過後に広域求職活動開始
②事業主から求職活動費が支給されない、
支給額が求職活動費の額を満たないとき

支給額 鉄道費、船賃、航空費、車賃及び宿泊費

支給手続 広域求職活動終了日の翌日起算10日以内



求職活動支援費②（短期訓練受講費）

支給要件 受給資格者等であって、
①公共職業安定所の職業指導により、職業
に関する教育訓練を受け、教育訓練を修了
したとき（※待期期間経過後に教育訓練開
始した場合に限る）

支給額 支払った費用×１０分の２（上限10万円）
入学料及び受講料（支払った費用）に限る
※教育訓練給付金の支給はされてないこと
が前提

支給手続 教育訓練終了日の翌日起算１ヶ月以内



求職活動支援費③（求職活動関係役務利用費）

支給要件 子を有する受給資格者等であって、
求人面接・教育訓練・認定職業訓練を受講
保育所・認定こども園・家庭的保育事業にお
ける保育等を受ける場合

支給額 保育等サービスの利用料×利用日数×80%
（上限8,000円）
利用日数上限
・求人面接 15日
・教育訓練受講 60日

支給手続 受給資格者：失業認定日
高年齢・特例・日雇：保育等サービス利用し
た日の翌日起算４か月以内



【問７】基本手当の受給資格者が公共職業安定所の
紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、
移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主か
ら支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受
給することができる。

×

✓ 満たないときは、その差額が支給

される。



【問８】短期訓練受講費は、教育訓練の受講のため
に支払った費用に【A】を乗じて得た額（その額が
【B】万円を超えるときは【B】万円）である。

①１００分の４０ ②１００分の２０

③１００分の８０ ④１００分の３０

⑤２０ ⑥３０

⑦１０ ⑧４０

Ａ：② Ｂ：⑦



雇用保険法

テーマ５



法改正ポイント：令和４年１０月１日から変わる育児休業

（出処：厚生労働省「育児・介護休業法令和３年（2021年）改正内容の解説）



育児休業の分割取得

改正後育児休業 改正前育児休業

対象期間 原則、子が１歳（最長２歳）まで

申出期限
原則、休業開始予定日の１ヶ月前まで
（１歳～１歳６ヶ月～２歳は、原則２週間前まで）

分割取得
分割して２回取得可能
（取得の際にそれぞれ申出）

原則、分割不可

休業中の就業 原則、就業不可

１歳以降の延長 育休開始日を柔軟化
育休開始日を１歳、１歳半
の時点に限定

１歳以降の再取得
特別な事情がある場合に
限り、再取得可能

再取得不可



出生時育児休業（産後パパ育休）

出生時育児休業（産後パパ育休）

対象期間
子の出生後８週間以内に４週間（28日）まで
取得可能

申出期限
原則、休業の２週間前まで
（労使協定で１ヶ月前までとすることができる）

分割取得
分割して２回取得可能
（初めにまとめて申し出ることが必要：※）

休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り、
労働者が合意した範囲で休業中に就業することが
可能。

※：初めてまとめて申し出ない場合、事業主は後から行われた申出
を拒むことができる
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出生時育児休業給付金 ①支給要件

一般被保険者または高年齢被保険者が

「子の出生日又は出産予定日の早い日」から
「出生日又は出産予定日の遅い日から
８週間を経過する日の翌日まで」の期間内に、

４週間（２８日）以内の期間を定めて
みなし被保険者期間が通算して１２か月以上

ある者に支給される。
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出生時育児休業給付金 ②支給額

原則
休業開始時賃金日額×支給日数×６７％
賃金の支払いのある場合は、
休業開始時賃金日額×支給日数×８０％を
超えないように調整される

※１：出生時育児休業給付金と育児休業給付金
の支給される回数は別に数える
※２：出生時育児休業給付金は、２回に分割して
取得する場合でも１回にまとめて申請する。
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出生時育児休業給付金 ③支給申請手続

子の出生の日から起算
（出産予定日前に出産→出産予定日）

８週間を経過する日までの翌日から
２ヶ月を経過する日の属する月の末日までに

育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業
給付金支給申請書に、各種書類を添えて、

事業主経由→管轄公共職業安定所長に提出
※やむを得ない場合は、直接提出可能



労働保険徴収法



労働保険徴収法（労災）の出題傾向①

令和３年労災問８ 令和３年労災問９

A
法３条

整備法７条

テキストP22 法１５条１項
則３８条４項

テキストP55

保険関係の成立 概算保険料の申告

B 整備法５条１項
テキストP27 法１５条２項

則２８条１項

テキストP65

保険関係の成立 概算保険料の延納

C 整備法８条２項
テキストP28 法１６条

則２５条２項

ー

保険関係の消滅 増加概算保険料

D 整備法８条１項
テキストP28

法１５条３項
テキストP61

保険関係の消滅 概算保険料の認定決定

E
整備法８条１項
法附則４条

テキストP29
法１５条４項

テキストP61

保険関係の消滅 概算保険料の認定決定



労働保険徴収法（労災）の出題傾向②

令和３年労災問１０ 令和４年労災問８

A
法７条

則６条１項１号

テキストP31 石綿被害救済法
３５条１項

テキストP69

有期事業の一括 確定保険料の額

B
法７条

則６条２項１号

テキストP31 法１９条６項
則３６条

テキストP70

有期事業の一括 確定保険料の還付

C
法７条

則６条２項２号

テキストP31
則３４条

テキストP32

有期事業の一括 有期事業の一括

D 法７条
テキストP32

法２１条
テキストP72

有期事業の一括 確定保険料の追徴金

E 法７条
テキストP32 法２１条の２－１項

則３８条２項７号

テキストP74

有期事業の一括 口座振替による納付等



労働保険徴収法（労災）の出題傾向③

令和４年労災問９ 令和４年労災問１０

A
法１２条３項

S40年基発901号

テキストP77 法１１条２項
則１２条

テキストP16

メリット制 総則

B
法１２条３項
則１７条

テキストP76 法１１条２項
則１２条
則１５条

テキストP41

メリット制 賃金総額の特例

C 則３５条１項
テキストP84 法１１条２項

則１２条

テキストP40

メリット制 賃金総額の特例

D
法２０条３項
則３６条
則３７条

テキストP86 法１１条２項
S24年基災収
3850号

テキストP15

メリット制 賃金

E 法２０条２項
テキストP85 法１１条２項

S27年基収
2244「号

テキストP15

メリット制 賃金



労働保険徴収法（雇用）の出題傾向①

令和３年雇用問８ 令和３年雇用問９

A 法２６条１項
テキストP98 法３６条

則６８条

テキストP112

特例納付保険料の納付 労働保険事務組合

B
法２６条１項
則５６条
則５７条

テキストP98 法３３条１項
則６２条１項

テキストP106

特例納付保険料の納付 労働保険事務組合

C 則３８条５項
テキストP73 法３３条１項

H12年発労徴31号

テキストP107

口座振替による納付等 労働保険事務組合

D
法２７条
法２８条

S55年発労徴40号

テキストP114
則６９条

テキストP107

督促 労働保険事務組合

E 則５９条
テキストP100 法３０条

則６４条

テキストP105

特例納付保険料の納付 労働保険事務組合



労働保険徴収法（雇用）の出題傾向②

令和３年雇用問１０ 令和４年雇用問８

A 則２７条
テキストP64

整備省令１７条
テキストP39

概算保険料 保険料の適用

B
法１５条１項
則２４条１項

テキストP55 法１１条２項
S35年基発932号

テキストP16

概算保険料 賃金

C
法１５条１項
則２４条１項

テキストP55 法１１条２項
行政手引20352

テキストP16

概算保険料 賃金

D
法１６条
則２５条１項

テキストP61 法１１条２項
行政手引20352
行政手引50502

テキストP16

増加概算保険料 賃金

E
法１５条４項
則２９条

テキストP66 法１１条２項
行政手引20351

ー

概算保険料の延納 賃金



労働保険徴収法（雇用）の出題傾向③

令和４年雇用問９ 令和４年雇用問１０

A
法１７条１項
法１９条６項

テキストP63 法附則２条１項
法附則２条３項

テキストP27

概算保険料の還付 暫定任意適用事業

B
法附則５条
則附則４条

テキストP62
法附則２条４項

テキストP28

増加概算保険料 擬制的任意適用

C
法１５条３項
法１６条
法１９条４項

テキストP62
則５条１項・２項

テキストP23

増加概算保険料 保険関係の成立

D 法１７条
テキストP63 法１０条

コンメンタール

テキストP38

概算保険料の還付 労働保険料の種類

E 法１７条２項
テキストP63 法２７条

コンメンタール

テキストP114

概算保険料の追加徴収 滞納処分



77

労働保険徴収法の学び方・向き合い方

✅ 深追い禁物、所詮択一のみの科目

✅ 基礎、頻出論点を抑える

✅ 解らない問題は、隣の人も解らない

✅ テキストは直前に１回サラッと復習

✅ 意味が解らない問題は後回し



労働保険徴収法

テーマ１



【問１】労働保険徴収法第３９条第１項においては、
「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省
令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る
保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業
とみなしてこの法律を適用する。」とされている。

×
✓ 国の事業は労災保険の適用除外



【問２】労働保険の保険関係は、適用事業の事業主
が、その事業が開始された日から１０日以内に保険
関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職
業安定所長に提出することによって成立する。

×

✓ 保険関係の成立は、法律上当然に

成立する。



【問３】労働保険の保険関係が成立している事業の
法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合
において、変更届を提出する必要はない。

〇

✓ 変更届の事項はしっかり押さえる



【問４】事業主が同一人である二以上の有期事業につい
て、それぞれの事業の規模が厚生労働省令で定める規模
以上であって、それぞれの事業が他のいずれかの事業の
全部又は一部と同時に行われ、かつ、厚生労働省令で定
める要件に該当する場合には、徴収法の適用については、
それらの事業の全部が一の事業とみなされる。

×

✓ 以上・以下の入れ替え注意



【問５】建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の
請負によって行われる場合には、徴収法の適用につ
いては、それらの事業が一の事業とみなされ、元請
負人のみが当該事業の事業主となる。

×

✓ 請負事業の一括は、

建設の事業のみ。



【問６】一元適用事業であって労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事
業の一括の認可に関する事務は、所轄労働基準監督
署長が行う。

×

✓ 所轄都道府県労働局長です



【問７】労働保険徴収法には、労働保険の事業に要
する費用に充てるため政府が徴収する労働保険料の
種類として、一般保険料、特別加入保険料及び特例
納付保険料が規定されている。

×

✓ 印紙保険料を忘れないように



【問８】事業主は、日雇労働被保険者を使用した場
合には、その者に賃金を支払う都度、その者に支払
う賃金の日額が、１１，３００円以上のときは１７
６円、８，２００円以上１１，３００円未満のとき
は１４６円、８，２００円未満のときは、９６円の
雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に
貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことに
よって、印紙保険料を納付しなければならない。

〇
✓ 印紙保険料も軽く押さえておこう



【問９】日雇労働被保険者を使用している事業主が、
印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における
その雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに所轄
都道府県歳入徴収官に報告をしなかった場合には、
当該事業主に罰則規定の適用があり、６月以下の懲
役又は３０万円以下の罰金に処されることがある。

〇
✓ 納付状況を報告しないと罰則有



【問１０】労働保険事務組合が、政府から、労働保
険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労
働保険料（当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞
金を含む。）について、国税滞納処分の例による処
分を受けたことがないことがその要件の一つとされ
ている。

〇
✓ 偽りその他、いずれにしても

不正は禁物



労働一般

ボーナストラック
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統計で学ぶべきこと

✅ どの統計が重要かを抑える

✅ 出題傾向を抑える

✅ アバウト、感覚で覚える

✅ 日常会話で活用する



過去10年間の振り返り（労働一般）

択一出題 選択出題

H25 1問 （就業形態の多様化に関する総合実態調査） 3問 （障害者雇用状況の集計結果）

H26 3問
（労働健康状況調査、労働安全衛生調査、有期労
働契約に対する実態調査、就労条件総合調査） 5問 （雇用均等基本調査、毎月勤労統計調査）

H27 1問 （就労条件総合調査） 5問
（中高年者縦断調査、雇用動向調査、仕事と介護
の両立に関するアンケート調査、就業構造基本調
査）

H28 2問 （就労条件総合調査、若年者雇用実態調査） 5問
（就労条件総合調査、労働組合基礎調査、労働組
合活動等に関する実態調査）

H29 0問 （白書、法律、判例） 4問
（能力開発基本調査、外国人雇用状況の届出状況
まとめ）

H30 1問 （労働災害発生状況の分析等） 0問 （白書、次世代法）

R1 2問
（就労条件総合調査、労使間の交渉等に関する実
態調査） 2問 （就業構造基本調査）

R2 2問
（若年者雇用実態調査、労働安全衛生調査（実態
調査）） 5問

（統計名：雇用動向調査、就労条件総合調査、雇
用均等基本調査、労働力調査、就業構造基本調
査）

R3 1問
（就業形態の多様化に関する総合実態調査の概
況） 0問 （労働施策総合推進法、白書）

R4 3問
（労働力調査、就労条件総合調査、転職者実態調
査） 0問 （障害者雇用促進法、判例）

統計が選択・択一で出題されない年は無い



過去10年間の振り返り（社会一般）

社会一般では、統計の出題頻度は低い

択一出題 選択出題

H25 0問 （各種法律のみ） 0問 （厚生労働白書）

H26 0問 （ほぼ法律のみ） 0問 （厚生労働白書）

H27 1問
（社会保障費用統計、国民生活基礎調査、厚生年
金保険・国民年金事業の概況、後期高齢者医療制
度被保険者実態調査、介護保険事業状況報告）

0問 （厚生労働白書、法律）

H28 1問
（国民年金被保険者実態調査結果の概要、年金制
度基礎調査、国民医療費の概況、国民年金保険
料の納付状況）

0問 （法律）

H29 0問 （法律、社会保障協定等） 0問 （法律）

H30 0問 （法律、白書） 0問 （法律）

R1 0問 （法律、社会保障制度の歴史） 0問 （法律）

R2 0問 （法律） 1問 （社会保障費用統計）

R3 0問 （法律、白書） 0問 （白書）

R4 0問 （法律） 1問 （国民医療費の概況）



93

過去１９年にて出題された統計名一覧【労一・Aランク】

• 就労条件総合調査
（H18.H19.H20.H22.H24.H26.H27.H28.R1.R4.
選H28.選R2）

• 就業形態の多様化に関する総合実態調査
（H19.H20.H22.H25.R3）

• 若年者雇用実態調査（H19.H28.R2）
• 労働組合基礎調査（H18.H20.H23.選H28）
• 雇用動向調査（H18.H22.H23.選H27.選R2）
• 労働力調査（H20.H22.R4.選H16.選R2）
• 就業構造基本調査（選H27.選R1.選R2）
• 雇用均等基本調査（選H26.選R2）
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過去１９年にて出題された統計名一覧【労一・Bランク】

• 労使コミュニケーション調査（H18.H23）
• 働く女性の実情（H16.H21.選H17）
• 女性雇用管理基本調査（H17.H19）
• 賃金構造基本統計調査（H19.H20）
• 労働安全衛生調査（R2）
• 労働災害発生状況の分析等（H30）
• 労使間の交渉等に関する実態調査（R1）
• 障害者雇用状況の集計結果（選H25）
• 毎月勤労統計調査（選H26）
• 中高年縦断調査（選H27）
• 能力開発基本調査（H24.選H29）



【問１】本問は「令和元年就業形態の多様化に関す
る総合実態調査の概況（厚生労働省）」を参照して
おり、当該調査による用語・統計等を利用している。

正社員以外の就業形態別事業所割合をみると、「派
遣労働者（受け入れ）がいる」が最も高くなってい
る。

×
✓ パートタイム労働者が最も高い



【問２】本問は、「令和４年就労条件総合調査（厚
生労働省）」を参照しており、当該調査による用語
及び統計等を利用している。

夏季休暇等の特別休暇制度がある企業割合は約６割
となっており、これを特別休暇制度の種類（複数回
答）別にみると、「夏季休暇」「病気休暇」「教育
訓練休暇」の順となっている。

×
✓ ３位はリフレッシュ休暇



【問３】本問は、「令和４年労働組合基礎調査（厚
生労働省）」を参照しており、当該調査による用語
及び統計等を利用している。

女性の労働組合員数は、３４７万１千人と前年より
２千人増加した。また、女性の推定組織率は１２．
５％であった。

○
✓ 推定組織率とは、雇用者数に占める
労働組合員数の割合をいう



【問４】（選択式）

女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者
の協力が不可欠である。男性の育児休業取得率は、

「令和３年度雇用均等基本調査（厚生労働省）」に
よると、２０２１年で【Ａ】となっており、上昇傾
向にある。

①約２％ ②約８％ ③約１４％ ④約２５％

③
✓ １３．９７％です



【問５】（選択式）

【Ａ】は、主要産業における入職・離職及び未充足求人
の状況並びに入職者・離職者に係る個人別の属性及び入
職・離職に関する事情を調査するものであり、１年間に
おける入職者数、離職者数、【Ｂ】、介護・看護を理由
とする離職率等を調査している。

①雇用動向調査 ②転職者調査 ③毎月勤労統計調査
④雇用均等基本調査 ⑤学歴別離職率 ⑥結婚、出産・
育児を理由とする離職率 ⑦都道府県別離職率

Ａ＝①、Ｂ＝⑥
✓ Bは文脈と選択肢を読んでほしい



令和４年就労条件総合調査①

統計を読むときは、まず、報道発表用資料から
基本的に、数字の詳細（小数点１位以下など）は覚えない

過去最高は、重要ポイント（特に法律の改正で増加減少した場合）

記憶ポイント
①年次有給休暇平均取得日数
約１０日
②年次有給休暇平均取得率
約５８％（過去最高）
③定年年齢６５歳以上企業割合
約２５％
④勤務延長制度あり定年年齢６６歳以上
３０％超（過去最高）
⑤再雇用制度あり定年年齢６６歳以上
２０％超（過去最高）



令和４年就労条件総合調査②（概況８ページ）

労働基準法における変形労働時間制の統計

記憶ポイント
①利用されている変形労働時間制の制
度の順番
１年単位＞１か月単位＞フレックス
②大規模であればあるほどフレックス制
度の利用が多くなる傾向にある
③小規模であればあるほど１年単位の変
形労働時間制度の利用が多くなる傾向
にある
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統計学習のポイント

統計

① 深追い禁物

② 複数回出題されている統計を抑える

③ 細かい数値よりも全体をとらえる

④ 実はプレスリリース程度の情報で足りる
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最後に

✅ ここまで来たら、合格だけを意識する

✅ 余裕の合格は存在しない

✅ 過去問＞オリジナル問題

✅ 最後の２週間はゴールデンタイム

✅ 己を信じよ。一年間の死闘を信じよ



Twitter:niicat_sharousi
Threads:ignis_al
Instagram:ignis_al
LINEグループ
「必勝！社労士試験合格
グループ」運営


